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１ 学校全体の取組 

・学校での犯罪防止に係る研修を月１回以上(職員会議、職員集会、臨時集会、

研修会)実施する。 

・空き教室やトイレ、更衣室等の定期的な点検を行う。空き教室には不要なもの

のは置かないようにし、常に整理・整頓をして、カメラの設置できる場所を作

らない。 

・児童への指導や面談は、必ず複数体制で行う。スクールカウンセラーによる面

談、カウンセリングなど複数人数での指導が適切で場合は、管理職への事前・

事後の報告をする。 

・不祥事防止のためのセルフチェックを定期的に行い、自己の行動パターンが非

違行為に近づいてないか、勘違いされるような行為はないか、全教職員が確認

する。 

・ＳＮＳ等での児童生徒及び保護者との私的なやりとりを原則禁止とする。 

・管理職が教職員面談を通して、教職員の悩みや精神状態など、個々の状況を把

握しておく。 

・相談窓口を広報しておき、被害者、同僚、家族等からの通報が受理できる体制

をつくっておく。 

・管理職は、県や市からの通達を確実に一人一人に伝える。（職員集会、Ｔｅａ

ｍｓ、通知の印刷物） 

・何でも言い合える風通しの良い環境づくりを推進する。 

 

２ 教職員の取組 

・私用のスマートフォンは、原則、職員室のみで使用する。教室等には持ち込ま

ない。特別な理由がある場合には、管理職の許可のもと使用する。 

・不審物を見つけたら、一人で対応せず、すぐに管理職に報告する。 

・同僚性を高め、お互いに悩みなど話し合える関係づくりをする。誰かを孤立さ

せない。 

・日頃から疑われないような行動を心掛ける。 

・緊急事態以外は、深夜や休日など、単独で校舎、その他学校関係施設に入らな

い。 

・自分が不祥事を起こせば、職場の同僚だけでなく、家族にも迷惑をかけること

になることを自覚し、常に自分事として考える。 

・不必要な撮影はしない。ＨＰ等に使用する写真は、学校のデジタルカメラ、タ

ブレットのみとし、共有フォルダやＯｎｅ Ｄｒｉｖｅに移す。 

・常に教育公務員として世間から見られているという自覚をもち、学校内外でコ

ンプライアンス意識をしっかりもって行動する。 


